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ICT活用工事（本体工）実施要領 

 

１．ICT 活用工事 

 １－１ 概要 

ICT 活用工事とは、以下に示す ICT 本体工における施工プロセスにおいて、ICT を全面的に活用す

る工事であり、ICT活用工事を現場で実施することを ICT活用施工という。 

①ICTを活用した施工 

 

 １－２ 各段階における ICT 

①ICTを活用した施工 

 据付用ケーソンの位置と目標据付位置をリアルタイムに可視化する技術を用いて施工を行う。 

同時に注排水ポンプは自動化施工を行う。 

 

 １－３ 対象工種 

  ICT活用工事の対象工種種別は、工事工種体系ツリー（レベル３）における下記とする。 

   ・ケーソン進水据付工 

 

２．ICT 活用工事の実施方法 

 ２－１．発注方式 

  ICT活用工事の発注は、施工者希望型にて発注することを基本とする。 
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２－２．発注における入札公告等 

  入札公告、入札説明書、特記仕様書の記載例については、以下のとおりとする。 

  なお、記載例のないものについては、別途作成するものとする。 

 

 （１）施工者希望型 

  【入札公告】記載例 

（記載例） 

『〇 工事概要』に以下を追記する。 

 

（〇）本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、ICTの全面的活用を図

るため、施工時に３次元データを活用する ICT活用工事（本体工）（施工者希望型）である。 

 

  【入札説明書】記載例 

（記載例） 

『〇 工事概要』に以下を追記する。 

 

（〇）本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、ICTの全面的活用を図

るため、施工時に３次元データを活用する ICT活用工事（本体工）（施工者希望型）である。

ICT 活用工事を現場で実施することを ICT活用施工という。 

契約後施工計画書の提出までに監督職員へ提案・協議し、協議を整った場合に ICT 活用施

工を行う。 

 なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様

書によるものとする。  

 

『技術提案書（施工計画等）を求める場合』に以下を追記する。 

『〇 総合評価落札方式に関する事項』に以下を追記する。 

（〇）ICT活用施工に掛かる技術については、本工事では総合評価落札方式における「技術提案（施

工計画等）」における評価の対象外とする。 

   但し、ICT 活用施工に掛かる技術を応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、または別

の効果を発現する等を含む）した技術提案については、その応用部分（付加的な内容）についての

み評価対象とし、別途特記仕様書に記載されている「ICTを活用した施工」と明確に区別すること。

区別されていない場合は設計変更の対象外とする。 

 ※「技術提案書（施工計画等）」は、求める書式名称に随時修正すること。 

 

   

【特記仕様書】記載例 

○－○．ICT活用工事（本体工）（施工者希望型）について 

（１）ICT活用工事 

本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、ＩＣＴの全面的活用を

図るため、施工時に３次元データを活用するＩＣＴ活用工事（本体工）（施工者希望型）の対

象工事である。 

 

（２）定義 

   ICT活用工事とは、施工プロセスの下記段階において、ICTを全面的に活用する工事である。 

① ICT を活用した施工 

 

（３）受注者は、本工事においてＩＣＴを全面的に活用するためＩＣＴ活用工事の適用を選択でき

る。 
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（４）受注者は、上記を選択した場合、契約後施工計画書の提出までに監督職員へ提案・協議し、

協議を整った場合に ICT活用施工を行う。 

 

（５）原則、本工事の本体工のケーソン据付で適用することとする。また、具体的な ICT機器の内

容及び対象範囲についても監督職員と協議するものとし、実施内容等については施工計画書

に記載し、監督職員へ提出するものとする。 

 

（６）ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。 

１）ICT を活用した施工 

据付用ケーソンの位置と目標据付位置をリアルタイムに可視化する技術を用いて、施工を行

うものとする。同時に注排水ポンプは自動化施工を行うものとする。 

なお、出来形管理については、「漁港漁場関係工事における３次元計測技術を用いた出来形

管理に係る計測マニュアル・出来形管理要領」に基づき出来形管理資料の作成を行う。 

 

１）は「漁港漁場関係工事における３次元計測技術を用いた出来形管理に係る計測マニュアル・

出来形管理要領」を適用するものとし、改定により実施内容が変更された場合は監督職員と協

議するものとする。 

 

 

（７）上記１）を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達し、また、施工に必要な

ＩＣＴ活用施工用データは、受注者が作成するものとする。使用する機器、アプリケーション

・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議のうえ、承諾を得なければならな

い。 

   発注者は、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる設計等において作成した成果

品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。 

 

（８）本工事は、ＩＣＴ活用モデル工事であるため、アンケート調査や測量データの提供等、必要

な協力を行わなければならない。 

 

（９）ICT活用工事にあたって、疑義が生じた場合又は、本特記仕様書に記載のない事項について

は、監督職員と協議するものとする。 

 

○－○．ICT活用工事の費用について 

（１）受注者が、契約後、施工計画書の提出までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合、設

計変更の対象とし、「ICT 活用工事積算要領（本体工編）（令和◯◯年◯月版）」により計上す

ることとする。 

（２）「施工実態調査」を実施する場合はこれに協力すること。 

（３）作業船に ICT機器が設置されていない場合において、設置・撤去にかかる拘束が生じる場合

は監督職員と協議の上、契約変更の対象とする。 
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３．ICT 活用工事実施の推進のための措置 

３－１ 工事成績評定における措置 

 ICT活用工事を実施した場合、監督職員による評価における「５．創意工夫」「Ⅰ.創意工夫」【その

他】「□その他（理由：ICTを活用した工事）」において評価するものとする。 

  なお、ICT活用工事において、ICTを全面的に採用しない工事の成績評定については、本項目での評

価の対象としない。また、ICT活用施工を途中で中止した工事についても同様の評価を行う。 

 

４．ICT 本体工の推進のための当面の留意点 

受注者が円滑に ICT活用工事を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。  

 

４－１ 工事費の積算 

（１）施工者希望型 

受注者からの提案・協議により ICT 活用工事を実施する場合、別途定める「ICT 活用工事積算要

領（本体工編）（令和○○年○月改定版）」により工期末までに、設計変更により必要な経費を計

上する。 

あわせて、ICT 活用工事の活用効果等に関する調査や施工実態調査を実施する場合、調査に必要

な費用を計上する。 

 

 ６．地方整備局等における ICT 活用工事に関する調査等 

  ６－１ ICT 活用工事の活用効果等に関する調査（別途指示） 

   ICT 活用工事の活用効果等に関して調査を実施する場合がある。なお、内容はその都度、別途指

示する。 

 

  ６－２ 施工実態調査 

   施工実態調査を実施する場合がある。なお、内容はその都度、別途指示する。 


